
広川町商工会からのお知らせ 
広川町商工会 経営支援ニュースレター   2020年 8月18日 

【1】家賃支援給付⾦の申請受付が開始されました    （申請期間︓令和2年7月14⽇〜令和3年1月15⽇） 

5月の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の減少に直⾯する事業者の事業継続を下⽀え
するため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付⾦が国から⽀給されます。以下
に概要をお知らせします。 

≪給付対象≫ 資本⾦10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む 
         個人事業主が自らの事業のために占有する土地・建物 

≪給付条件≫ 5月〜12月の売上高について、下記のいずれかに該当するもの 
         ① 1ヶ月で前年同月⽐50％以上減少  
         ② 連続する3ヶ月の合計で前年同月⽐30％以上減少 

≪必要書類≫ ① 令和元年度に申告した確定申告書類（税務署の収受印があるもの） 
         ② 顔写真付きの身分証明書（免許、マイナンバーカード等） 
         ③ 申請者名義の通帳                  ④ 対象月の売上簿 
         ⑤ 直近3ヶ月分の⽀払実績が証明できるもの    ⑥ 賃貸借契約書   等 

≪給付⾦額≫ 下表の算定給付額6ヵ月分を一括⽀給 
（ 法人 最大600万円、個人事業主 最大300万円 ） 

 
 
 
 
 

【2】 広川町持続化緊急支援⾦（県代替分）申請受付が開始されました 
（申請期間︓令和2年7月1⽇〜令和3年1月15⽇） 

令和2年7月31日を以て福岡県持続化緊急⽀援⾦の申請受付が終了しました。 
これに伴い広川町では、町内事業者を対象に引き続き同⽀援⾦の代替申請が可能になりました。 
以下、制度概要についてお知らせします。 
 

≪給付対象≫ 国の持続化給付⾦の対象とならない中堅企業、 
         中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む 
          
≪給付条件≫ 6月〜12月の期間のうち 

         ① ひと月の売上が前年同月⽐30％以上50%未満減少した月がある 
         ② 前年度同月⽐50%以上減少した月がひと月もない 
                  ③ 『持続化給付⾦』、『福岡県持続化緊急⽀援⾦』を申請していない 

 

≪必要資料≫  
① 直近の確定申告書類（税務署の収受印があるもの） 
② 顔写真付きの身分証明書（免許、マイナンバーカード等） 
③ 申請者名義の通帳  
④ 対象月の売上簿 等 
⑤ 誓約書 
⑥ 広川町持続化緊急支援⾦給付確認書  ※⑤⑥は商工会で申請・発⾏⼿続きをします。 

 

 ⽀払賃料（月額） 給付額（月額） 

法人 75万円以下 ⽀払賃料×2/3 

 75万円超 50万円+［⽀払賃料の75万円の超過分×1/3］※上限100万円 

個人事業主 37.5万円以下 ⽀払賃料×2/3 

 37.5万円超 25万円+［⽀払賃料の37.5万円の超過分×1/3］※上限50万円 
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種類 申請期間 対象月 申請先 

福岡県持続化 
緊急⽀援⾦ 令和2年7月31日迄 令和2年      

1月〜5月 福岡県 

広川町      
代替申請分 

令和2年7月1⽇〜   
令和3年1月15⽇迄 

令和2年      
6月〜12月 広川町 

福岡県「家賃軽減支援⾦」 
 

「家賃給付⽀援⾦」を受けた事業所は、
県独自の上乗せ⽀援も受けられます。 
 

月額賃料の15分の1を半年分給付 
【法人】最大60万円 
【個人】最大30万円 
 

・国から交付された「家賃⽀援給付⾦ 
 の振り込みのお知らせ」の写し 
・通帳の写し 
・確定申告書の控え（法人の場合） 
・本人確認書類（個人の場合） 
などが必要。 

≪給付⾦額≫  
  『福岡県持続化緊急⽀援⾦』の算定基準に 
  基づき⽀給 
  法人      最大50万円 
  個人事業主 最大25万円  

申請サポート会場（完全予約制） 
⼋⼥市担い⼿研修センター 
【予約】0120-150-413(9:00-18:00) 



【4】経営個別相談 
 コロナ感染症拡大の影響により、経営相談が増えております。そこで、各分野の専門家による個別相談会を開催します。 
 無料で相談できますので、ご利⽤ください。 各日13︓00~17︓00（1コマ90分）事前予約制 （詳細は別紙チラシ参照） 

【5】 にぎわい広川商品券（プレミアム付き商品券） 

【6】 広川町のイベント情報 

 コロナ感染症拡大防⽌の観点から、本年度の右記イベント
は中⽌となりました。感染症の早期収束を願うとともに、関係
団体の皆様および各イベントを楽しみにしていただいた皆様
⽅には、令和3年度の開催の折には、どうぞよろしくお願い申
し上げます。  

 相談分野 専門家 8月 9月 10月 

経営相談日 
経営全般に関すること 
創業・事業承継・廃業 
補助⾦・⽀援策情報 他 

中小企業診断士 
丈下 博美 先生 ー 16・24・28日 14・26日 

労務相談日 
労務に関すること 
創業・雇⽤・労災・ 
雇⽤調整助成⾦ 他 

社会保険労務士 
⽴野 善史 先生 31日 23日 28日 

法務相談日 法務に関すること 
契約・倒産・登記 他 

司法書士・⾏政書士 
奈良⽥ 紀幸 先生 28日 要相談 要相談 

 
 
 

 

今年度は集団講習会形式のセミナーや講習会の開催がむつかしい状況となっています。そこで、経営に役に⽴つ情報をオンデマン
ド⽅式で配信するWEBセミナーをスタートしました。会員事業所様は、だれでも無料でご利⽤頂けます。社員教育などのご利⽤も
OK︕ご利⽤の⽅法は、別紙WEBセミナーチラシをご覧ください。コロナ対策⽀援情報など最新情報が月替わりで更新されます。 

 令和2年8月1日(土)〜8月14日(⾦)必着のハガキでプレミアム付き商品券の予約を終了いたしました。今後は当・落選の通知を
発送し、9月1日(火)〜9月11日(⾦)の間で販売を開始いたします。購⼊いただいた⽅は、随時商品券を利⽤いただけるので、早い
⽅は9月1日より商品券を利⽤いただけることになります。今年度は、「全店利⽤券(11,000円分)」「飲食物専⽤券(2,000円分)」
の使い分けがあり、「飲食物専⽤券」を利⽤できる店舗は取扱店一覧に★印をつけ商品券の購⼊者に配布させていただきます。取
扱店一覧は商工会HPに掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。 

【今年度のプレミアム付き商品券のスケジュール・注意点は以下の通り】 
 

■販売開始︓令和2年9月1⽇(火) 〜  9月11⽇(⾦)  
 

■使⽤期限︓(購入してから)          〜 令和3年1月31⽇(⽇) 
 

■換⾦⽇   ︓令和2年9月14⽇(月)〜 令和3年2月25⽇(木)の祝⽇を除く毎週月曜・木曜⽇ 
 

■換⾦について 
今年度より、商品券換⾦の支払いを⼩切⼿にてさせていただきます。昨年までは現⾦での支払いでしたが、 
防犯上の都合により⼩切⼿での支払いとさせていただきました。何卒ご理解お願いいたします。換⾦後は、 
筑後信⽤⾦庫広川支店まで⼩切⼿をお持ちいただくと現⾦を受け取ることができます。 

開催時期 名称 状況 

  9月 広川かすり祭 中⽌ 

10月 広川まつり 中⽌ 

11月 ひろかわ古墳まつり 中⽌ 

主催団体 

広川町観光協会 

広川まつり振興会 

古墳まつり実⾏委員会 


